
弔慰金及び見舞金規定
栃木県学習塾テスト協議会

本 人 配偶者 親 子 備 考

弔 慰 金 20,000 10,000

盛り籠 盛り籠 盛り籠 事後はなし

入院見舞 10,000 2 週間以上

災害見舞

（自宅・塾とも） 最高 10,000

火災・風水害等

損害の程度に応じる

※本人及び配偶者の葬儀には、会長または副会長が参列することを原則とする。

１ 本規程は運営委員会の承認を得て改定することができる。

２ 本規程の想定外の事案に関しては、三役会の決定において執行後運営委員会の承認を得る。

付則

平成１４年９月１２日第２回運営委員会で制定

平成１６年３月 ８日第５回運営委員会で一部改定

平成２２年６月 １日の定例総会で一部改正


